
 

初診時及び再診時の定額負担（選定療養費）について 

 

当院は青森県より令和４年４月１日の新中核病院「弘前総合医療センター」運営開始時

に地域医療支援病院の指定を受ける計画としております。 

地域医療支援病院に指定された場合、他の病院又は診療所からの紹介状なしで受診し

た方等に対して、定額負担（選定療養費）を徴収することが、国から義務づけられますので

お知らせします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ただし、以下の緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関からの紹介に

よらず受診した場合にあっては、定額負担の対象外となりますが、急を要しない時間外の

受診や患者さんの都合での受診など、直接、受診する必要性がないと判断される場合に

ついては、定額負担の対象となりますので、予めご承知おきください。 

 

＜その他定額負担の対象外となる方＞ 

※令和 4 年診療報酬改定により、以下は令和 4 年 9 月までの条件であり、10 月以降は

変更となります。） 

・当院の他の診療科を受診している方 

・医科と歯科との間で院内紹介された方 

・特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方 

・救急医療事業、周産期事業等における休日夜間に受診された方 

・外来受診から継続して入院した方 

・災害により被害を受けた方 

・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方 

・その他、当院が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方 

   

令和４年３月 独立行政法人国立病院機構 弘前病院 

医科：5,500円(税込) 歯科：3,300円(税込)

医科：2,750円(税込) 歯科：1,650円(税込)

他の病院又は診療所からの紹介状なしで受診した方

初診

再診

他の病院又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を
行ったにもかかわらず当院を受診した方（受診の都度）


